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• 本分析の第１ステップとは、対象クレームが｢抽象
概念｣に関するものであるかどうか判断することで
ある。

• 対象クレームが｢抽象概念｣に関するものであるとさ
れた場合、本分析の第２ステップとは、対象クレー
ムに、抽象概念を特許適格性のある適用に変換させ
るのに充分である｢発明概念｣を構成する追加要素が
記載されているかどうか判断することである。最高
裁判所は、 Benson事件、Flook事件、 Bilski事件の

各判決の対象クレームが抽象概念を記載していると
した。

Alice事件の分析: ２つのステップ
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抽象概念とは?

• 最高裁判所は、明瞭な手引きを提示しておらず、｢｢抽象概念｣の
カテゴリーの範囲を厳密に定める｣ことを明確に拒否した。

• 同裁判所は、 Benson事件、Flook事件、Bilski事件の各判決の対
象クレームが抽象概念を記載しているとした。

• Alice 事件の対象クレームは、第三者を介在させる金融取引が｢商
業制度における長年広く実施されてきた基本的な経済業務｣であ
るという点で、Bilski事件に類似しているため抽象的であるとさ
れた。

• 同裁判所は、｢抽象概念｣の例外は｢人間の行動とは離れて存在す
る既存の基本的事実｣に限られるべきであるというAlice社の主張
を拒絶した。

Alice事件の分析: 抽象概念
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対象クレームが抽象概念に関するものである場合、該当概
念を特許適格性のある適用の概念に変換させるのに充分で
ある発明概念を含んでいるか。

• ｢該当[不適格な概念]そのものについての ｣特許を超える
「発明概念」があるか。

• 最高裁判所は、過去の判決の観点から本ステップについ
て説明した。

• Mayo事件のクレームは、高度なレベルの一般性で指定

された従来のステップを抽象概念に単に追加するもので
あったため、変換的な発明概念とはならなかった。

Alice事件の分析: 変換的な発明概念
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• Benson事件とFlook事件のクレームでは、従来のコンピ
ュータで特許適格性のない数式を実施することが示され
ていたため、変換的な発明概念が含まれていなかった。

• Diehr事件とは、抽象概念に関するクレームが変換的な発
明概念を含むとされた唯一の事件である。

• Diehr事件のクレームでは、タイヤ金型内での特定の場所
における温度データを利用して特許適格性のない数式を
実施することにより、合成ゴムの硬化時間をより正確に
判断できるようにしたため、これらのクレームには特許
適格性があった。

Alice事件の分析: 変換的な発明概念
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• 最高裁判所は、第三者を介在させる金融取引は、｢商業制度における長
年広く実施されてきた基本的な経済業務｣ であるため、｢抽象概念｣で
あるとした。

• Alice事件のクレーム中のコンピュータ実施は、方法を特許適格性があ
るものとするのに充分な｢発明概念｣を追加していなかった – 従来のコ
ンピュータで｢そのメソッドを適用すること(apply it)｣のみが記載され
ていた。

• 非メソッドクレームにおいて、追加限定は、メソッドを特定の技術環
境に関連付けしていたにしか過ぎない – すなわち、コンピュータによ
る実施にしか過ぎない。

• 3名の裁判官は、どのビジネスメソッドにも特許適格性がないとみな
すべきであると意見を述べた。

Alice事件: 概略
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• Planet Bingo v. VKGS事件(2014年8月26日) (本件は、
Alice事件とBilski事件と類似しており、ビンゴゲーム

のコンピュータ利用管理に関するクレームは、一般の
コンピュータ実施を伴う抽象概念であるため、特許適
格性がないとされた。)

• Digitech Image Tech v. Electronics For Imaging事件
(2014年7月11日) (画像データ処理の方法クレームに
は、特許適格性がないとされた。 クレームは、｢抽象

的であり、広範囲に及ぶ｣ため、その概念の全使用を
除外することになるからである。）

Alice事件後の連邦巡回の事件
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• BuySafe v. Google事件(2014年9月3日) (｢コンピュータとネット

ワークの利用により公知の商業取り決めを形成している｣にしか
過ぎないとして、当事者のオンライン取引の実行を保証するクレ
ームには、Alice事件とBilski事件に基づき、特許適格性がないと
された。)

• Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC事件(2014年11月14日) ((i) 多数の

限定を示す概念が、無料の内容を表示する前に宣伝を表示すると
いう抽象概念を描写しているにしか過ぎない、かつ (ii) 活動ログ

を更新し、消費者からの宣伝閲覧リクエストを要件とし、一般ア
クセスを限定し、インターネットを利用する解決以外のステップ
は、抽象概念を特許適格性のある内容に変換していない - 実務者

に抽象概念を従来の普通の活動により実施するように指示してい
るにしか過ぎないからである。

Alice事件後の連邦巡回の事件
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• DDR Holdings, LLC v. Hotels.com事件(2014年12月5日):
• 最高裁判所は、クレームがAlice事件の分析の第一ステップに基づく抽象概念に関す

るものであるかどうか特に判断しなかった。その代わりに、同裁判所は、クレーム
が抽象概念に関するものであったとしても、クレームにはAlice事件の分析の第二ス
テップに基づく抽象概念の特許適格性のある適用が記載されているとした。

• 同裁判所は、クレームは｢インターネット創設以前の世界から周知であった何らかの
商業業務の実施を記載して、それをインターネットで実行する要件を記載している
にしか過ぎないのではない｣と論じた。更に、｢クレームに記載の解決法は、コンピ
ュータネットワークの分野で特に起こる課題を克服するため、コンピュータ技術に
必ず定着している｣と論じた。

• 同裁判所は、対象クレームが｢インターネットを利用しての相互作用を、所望の結果
をもたらすためにどのように処理するかを示すものである。その結果は、ハイパー
リンクをクリックすることにより通常開始される一連の従来の普通のイベントをオ
ーバーライドする結果である｣と論じて、 Ultramercial事件における対象クレームを

区別した。

Alice事件後の連邦巡回の事件
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• 2014年12月16日、 USPTOは、包括的な｢内容が特許適格であ
るかどうか判断するための暫定審査指示書(Interim Guidance on 
Patent Subject Matter Eligibility)｣を発表した。

• 今のところ、USPTOは、特許適格性がない抽象概念をAlice事
件に記載されている次のカテゴリーのみに限定しているように
思われる: 

1. 基本的な経済業務; 

2. 人間活動の特定の編成メソッド; 

3. 概念そのもの、および

4. 数学的関係と数式。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 指示書では、抽象概念を特許適格性のある内容に変換する
ことができる3つの非常に幅広いカテゴリーが提案されて
いる: 

1. 他の技術もしくは技術分野における向上; 

2. コンピュータそのものの機能の改良; および

3. (例えば、コンピュータによる実施等の)抽象概念の利

用を特定の技術環境と一般的に関連付ける以上の意義
のある限定。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 2015年1月27日、USPTOは、Alice事件の分析に基づ

き、特許適格性があるとみなされるコンピュータで
実施されるクレームの例(4つの例)と特許適格性がな

いとみなされるコンピュータで実施されるクレーム
の例(4つの例)を発表した。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 1 – 電子メッセージから悪質なコードを隔離し削除する

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• Alice事件の分析の第一ステップに基づき、クレームは抽象概念で
ないため、クレームには特許適格性がある。

• クレームは、記憶部において受理コミュニケーションを物理的に
隔離し、新データファイルにおいて洗浄済みコミュニケーション
を作成するため、受理コミュニケーションから悪質なコードを抽
出することに関するものである。これは、基本的な経済業務、人
間活動の編成メソッド、概念そのもの(単独で)、もしくは数学的関

係のような抽象概念、もしくは裁判所が抽象的であるとみなした
ものに類似している概念について記載していない。

• ここでクレームに記載された発明は、コンピュータのウイルス、
ワーム、他の悪質なコードの隔離と削除に関するものである。ま
た、コンピュータ技術と密接に関連があり、裁判所が抽象的であ
るとみなした概念のタイプと異なる概念に関するものである。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 2 – (DDR Holdings事件に
基づく)複合ウエブページを
生成する電子商取引アウト
ソーシングシステム

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• Alice事件の分析の第一ステップに基づき、クレームは抽象概念でないため、
またAlice事件の分析の第二ステップに基づき、クレームには抽象概念以上の
ものに著しく達する追加限定があるため、特許適格性がある 。

• ステップ 1: クレームは、視覚的に認識できる特定の要素を有するソースウ

エブページと対応しているデータを使用して、リンクの起動に応答してウエ
ブページを自動的に生成して送信することに関するものである。クレームに
は、数学的アルゴリズム が記載されておらず、基本的な経済業務もしくは

長年に亙る商業業務も記載されていないが、インターネットに特有の経営課
題(ウエブサイト訪問者の保持)が記載されている。クレームに記載された発

明は、｢インターネット創設以前の世界から周知であった何らかの商業業務
の実施を記載して、それをインターネットで実行する要件を記載しているに
しか過ぎないのではない。裁判所が過去に抽象的であるとしたものに類似し
ている概念は、クレームには存在しない。 ｣(これは、 クレームが抽象概念

に関するものであるかどうかについて判断することを拒否し、第二ステップ
について直接説明したDDR事件における裁判所の分析と異なる。)

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• ステップ 2: クレームには、とりわけ(1) 多数のホストウエブサイトに対応

する｢視覚的に認識できる要素｣をデータベースに記憶し、各々のホストウ
エブサイトが第三者の商人の商品もしくはサービスに関連付けした少なく
とも1つのリンクを表示し、(2) ウエブサイト訪問者による本リンクの起動
の際、ホストを自動的に認識し、(3) 第三者の商人の製品に関連付けられ

た内容を、認識されたホストウエブサイトからの記憶された｢視覚的に認
識できる要素｣と合併するハイブリッドである新ウエブページを構成し、
訪問者がその新ウエブページを閲覧できるように、｢アウトソースプロバ
イダー｣のインターネットウエブサーバーに指示するシステムが記載され
ている。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 3 – ディジタル画像処理

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• Alice事件の分析の第一ステップに基づき、クレームは抽象概念であるが、
Alice事件の分析の第二ステップに基づき、クレームは、 (i) コンピュータその
ものの機能における向上、および(ii) 他の技術/技術分野における向上を示して

いるため、クレームには抽象概念以上のものに著しく達する追加限定がある
ため、特許適格性がある。

• ステップ 1: クレームには、反復数学的関係を経て生成されるとして発明の背

景に定義されているブルーノイズマスクの生成ステップが記載されている。
数学的関係は、抽象概念のカテゴリーの1つである。

• ステップ 2 : ブルーノイズマスク以外に記載されているステップでは、過去の

マスクと比べて、メモリー削減を可能とするものである。それによって、過
去の方法により起きたような最終画質を犠牲にすることなく、演算時間を以
前より早くし、また改良されたディジタル画像を生成することにより、クレ
ームに記載のコンピュータそのものの機能を向上させる。また、これらは、
ディジタル画像処理の技術における改良でもある。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 4 – GPSシステム

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• Alice事件の分析の第一ステップに基づき、クレームは抽象概念であるが、
他の技術/技術分野における向上を示しているため、クレームには抽象概念
以上のものに著しく達する追加限定があるため、特許適格性がある。

• ステップ 1: クレームには、 (例えば、擬似範囲と絶対時間の計算、数学的
モデル等の)数学的演算が記載されている。数学的関係は、抽象概念のカテ
ゴリーの1つである。

• ステップ 2: 数学的計算の実行を一般目的のCPU に限定するだけでは、ク

レームに記載された司法例外を特許適格性のある発明に変換させるのに充
分ではない。しかし、CPUの機能が携帯デバイスの特徴と共に検討される

際、要素の組み合わせは、意味ある限定を課している。この意味ある限定
とは、数学的演算が、弱信号環境への技術の有用性を拡大させるため、受
理装置の信号獲得感度を向上させることにより、また携帯デバイスの表示
上に位置情報を示すことにより、既存の技術(全地球測位)を向上させるた

めに適用されることを指す。また、これらは、全地球測位の技術の向上で
もある。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 5 – ディジタル画像処理(Digitech Image Tech事件に基づく)

• クレームは抽象概念に関するものであり、そのクレームには抽象概念その
もの以上のものに達することができるであろう追加要素が含まれていない
ため、特許適格性がない。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• ステップ 1: データを集めて組み合わせることは、デバイスプロフィール

の利用を制限することなく、デバイスプロフィールの形で追加情報を生成
するように既存情報を処理するため、単に数学的な関係を使用しているに
しか過ぎない。裁判所は、数学的関係を利用して情報を処理することは抽
象概念であるとした。

• ステップ 2: クレームには、データを集めて組み合わせるという抽象概念

を超えた追加要素が含まれていない。従って、クレームは、抽象概念その
もの以上のものに達することがない。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 6 –
ビンゴゲーム(Planet 
Bingo事件に基づく)

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書



Confidential & Privileged
© Oliff PLC – February 2015

25

PROTECTING
YOUR

CREATIVITY™

• クレームは抽象概念に関するものであり、そのクレームには抽象概念以
上のものに達することがない追加要素が含まれているため、特許適格性
がない。

• ステップ 1: クレームには、例えば、2つのセットのビンゴの番号を入力

および記憶することと、プレイヤーの特別識別名と制御番号とを指定す
ることと、勝利を得るビンゴ番号のセットを証明することとを含むビン
ゴゲームの管理ステップを記載するプログラム要素(i)～(viii)が記載され

ている。ビンゴゲームの管理は、頭の中でもしくはコンピュータで行う
ことができ、人間活動を組織するようなものである 。

• ステップ 2: クレームでは、CPU、メモリー、プリンター、入力･出力端

子、プログラムを有するコンピュータの追加限定が要件となって記載さ
れている。これらの一般コンピュータ構成要素は、ビンゴゲームの管理
を可能とさせるプログラムを経てデータを記憶、検索、処理する基本的
な機能を実行する。これらの限定は、 コンピュータで抽象概念を実施さ

せるという単なる指示に等しい。これは、抽象概念を特許適格性のある
適用に変換させるのに充分ではない。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 7 – 電子商業が取引実行保証をする(BuySafe事件に基づく)

• クレームは抽象概念に関するものであり、クレームには抽象概念以上のも
のに著しく達することがない追加限定があるため、特許適格性がない。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• ステップ 1: 実施保証(契約)の要求を受理すること、実施保証を提示する

ため、引き受け業務により要求を処理すること、実施保証を提示するこ
ととを含む契約作成ステップは、契約関係の作成を描写しているにしか
過ぎない。これは、基本的な経済業務の抽象概念のカテゴリーに該当す
る。

• ステップ 2: クレームの抽象概念以外の限定には、コンピュータで実施

するコンピュータ適用とコンピュータネットワークとが含まれている。
これは、コンピュータとコンピュータネットワークとがそれぞれの基本
的な機能を実行することの一般的な記載にしか過ぎないものであり、抽
象概念そのもの以上のものに達することはない。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 例 8 – インターネット
上での製品配布
(Ultramercial事件に
基づく)

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• クレームは抽象概念に関するものであり、そのクレームには抽象概念以
上のものに達することがない追加要素が含まれているため、特許適格性
がない。

• ステップ 1: クレームには、交換物もしくは通貨として宣伝を利用する
概念が記載されている。この概念は、裁判所が抽象概念とした(例えば、
Bilski事件におけるヘッジング等の)商業業務についての人間活動に関す
る概念と類似している。

• ステップ 2: 活動ログへのアクセスとその更新、顧客による宣伝閲覧を

可能とする要求の義務付け、一般アクセスの制限、情報送信媒体として
のインターネットの利用のような追加限定は、個々にもしくは併せて考
慮しても、宣伝を交換物もしくは通貨として使用する概念を実施するこ
とにおいて必要であり型どおりの些細な解決前/解決後の活動であり、宣

伝を交換物もしくは通貨として使用するという抽象概念以上のものを追
加していない。

Alice事件の観点に基づくUSPTOの指示書
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• 新規的メソッドステップもしくはメソッドステップの
組み合わせに焦点を当てる—これは、例えば、技術分
野における向上を示すのに重要である(Alice事件のス
テップ2);

• メソッドの一部が抽象概念に基づく可能性はあるが、
コンピュータで過去に実施されていない場合、コンピ
ュータの詳細、もしくはメソッドを向上させるもしく
はコンピュータそのものを向上させるクレームに記載
されたステップに焦点を当てる;

• 技術プロセスのどこからもしくはどのようにして入力
データが派生しているか、もしくは出力データが利用
されているかについての詳細に焦点を当てる;

提案
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• クレームに適格性がある理由を説明する際、その
クレームと、最高裁判所の事件(すなわち、Diehr
事件)、連邦巡回の事件(すなわち、DDR Holdings
事件)、USPTOの例からの例1～例4の対象クレー
ムとを比較検討する。(弊所にて今まで成功を見て
きた戦略である。)

提案
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ご質問はありませんか


